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厚生年金保険部

健康保険法等の改正に伴う

育児休業中の保険料免除要件の見直し

【資料２】



○ 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和３年法律第66号）（以下「改正健保法等」とい

う。）」が令和３年６月11日に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正す

る法律（令和３年法律第58号）（以下「改正育児・介護休業法」という。）」が令和３年６月９日に公布され、希望に応じて男女ともに仕事と育児等

を両立できるよう 「柔軟な育児休業の取得」等の措置が講じられ、また、 「全世代対応型の社会保障制度」を構築することを目的とし、育児休

業中の保険料免除要件が見直されることとなった。

改正の趣旨

１．柔軟な育児休業の取得（改正育児・介護休業法）

（１）子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

子の出生直後の時期の休業に関する新たな枠組みとして、柔軟で取得しやすい育児のための休業制度（出生時育児休業制度）を創設する。

（２）育児休業の分割取得・柔軟化

子が１歳に達する日までの育児休業について、時期・事由を問わず、分割して２回まで取得可能とする。

夫婦交代で育児休業が取得できるよう、子が１歳以降の育児休業について、各期間の途中から交代可能とする。

２．育児休業中の保険料免除要件の見直し（改正健保法等）

（１）同月内に短期間の育児休業等を取得している場合の取扱い

被保険者が同月内に14 日以上の育児休業等を取得した場合について、当該月の月額保険料を免除する。

（２）連続する二以上の育児休業等を取得している場合の取扱い

被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合における保険料免除の適用は、その全部を一つの育児休業等とみなす。

（３）賞与月に育児休業等を取得している場合の取扱い

被保険者が1 か月を超える育児休業等を取得した場合に限り、賞与保険料を免除する。

主な改正事項

１．改正の概要等
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１．柔軟な育児休業の取得

（１）子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

• 男性が休業の取得を通じて育児に関わる機会を増やすため、子の出生直後の時期の休業に関する新たな枠組みとして、特

に配偶者が産後休業中の男性を念頭に、柔軟で取得しやすい育児のための休業制度（出生時育児休業制度）を創設する。

（改正育児・介護休業法第９条の２）

 子の出生後８週間以内に４週間まで取得可能
 １歳までの育児休業とは別に２回まで分割して取得可能
 労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の合意に

より、休業中の「就業予定日」を設定することが可能

出生時育児休業制度

 子の出生後８週間以内に取得可能
 １歳までの育児休業とは別に取得可能

１歳までの育児休業のうち、出生後８週間までの育児休業
（通称：「パパ休暇」）

改
正
後

※出生時育児休業制度の新設により、「パパ休暇」は廃止。
※「就業予定日」の設定は出生時育児休業制度のみ可能。

１．改正の概要等



3

１．柔軟な育児休業の取得

（２）育児休業の分割取得・柔軟化

• 子が１歳に達する日までの育児休業について、時期・事由を問わず、分割して２回まで取得可能とする。（改正育児・介護休業法第５
条第２項）

• 夫婦交代で育児休業が取得できるよう、子が１歳以降の育児休業について、各期間の途中から交代可能とする。（改正育児・介護休
業法第５条第３項、第４項及び第６項）

１．改正の概要等
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２．育児休業中の保険料免除要件の見直し

・ 現行の育児休業中の保険料免除制度

（健保法第159条、厚年法第81条の2、船保法第118条）

免除

【現行の取扱いイメージ】

７月 ８月

育休期間（7/10～8/24）

月末

○ 保険料を免除する期間は、「育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで」とされている。

○ 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（育児・介護休業法）等による、３歳に満たない子
を養育するための育児休業等（育児休業及び育児休業に準じる休業）期間について、健康保険・厚生年金保険等の保険料は、事業
主が「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、被保険者負担分・事業主負担分ともに保険料が免除される。

１．改正の概要等

月末
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２．育児休業中の保険料免除要件の見直し

（１）同月内に短期間の育児休業等を取得している場合の取扱い

〇 育児休業等を開始した日の属する月については、その月の末日が育児休業期間中である場合に加えて、その月中に14日以
上（休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。）の育児休業等を取得した場合についても、当該月の保険

料を免除する。

育休期間 14日

【改正後のイメージ】

育休期間 4日 育休期間 10日

免除

７月 ８月
月末

免除

７月 ８月
月末

※ 同じ月に取得した複数回の同月内の育児休業等は合算して
育児休業等期間の算定をする。

１．改正の概要等
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２．育児休業中の保険料免除要件の見直し

（２）連続した二以上の育児休業等の取扱い

〇 連続した二以上の育児休業等を取得している場合には、当該二以上の育児休業等を一つの育児休業等とみなして保険料徴収の
免除の規定を適用する。

〇 また、二以上の育児休業等の期間は連続していないが、当該二以上の育児休業等の間の期間が休祝日に当たる場合や、当該期
間に有給休暇を取得している場合等、当該期間に被保険者が勤務を行っていない場合も同様に、一つの育児休業等とみなして

免除の規定を適用する。

【改正後の課題】

免除

８月７月

免除

改正に伴い、制度上の不公平が新たに生じてしまう。

7/10～8/28育休期間

免除されない

7/10～8/10育休期間 8/11～8/28育休期間

免除

【課題への対処】

分割取得

免除

7/10～8/10育休期間 8/11～8/28育休期間

免除されない

一括取得したものとする。

１．改正の概要等

・一つの育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に、就業した
日がない場合、一括取得したものとする。
（参考）改正厚生年金保険法施行規則第25条の２第６項

【ポイント】
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２．育児休業中の保険料免除要件の見直し

（３）賞与に係る保険料の取扱い

〇 連続した１か月超の育児休業等取得者に限り、賞与保険料の免除対象とする。

○ 賞与保険料免除の基準となる「１か月超」については、暦日によって判定する。
※ 土日等の休日であっても期間の算定に含まれる。

○ １か月超の育児休業等については、従来通り月末時点に育児休業等を取得しているかどうかで保険料免除を判断するため、育児休業等
期間に月末が含まれる月に支給された賞与に係る保険料を免除することとなる。

（参考）民法第143条（暦による期間の計算）
１ 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
２ 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了す
る。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

（例） 開始年月日 終了年月日 賞与保険料の免除

1月31日 2月28日 免除しない

1月31日 3月1日 免除する

育休期間 ３日

7月 8月

免除（月額＋賞与）

月末

１か月以下

育休期間 ３日

7月 8月月末

改

正

免除（月額＋賞与） 「賞与」は免除しない

【現 行】 【改正後】

１．改正の概要等



２．育児休業中の保険料免除要件の見直し

（４）過渡期における取扱い

１．改正の概要等

○ 育児休業等開始年月日が、令和４年10月１日以降の場合には、改正法に基づき取扱う。

○ 育児休業等開始年月日が、令和４年９月30日以前の場合には、従前のとおり取扱う。

⇒ 令和４年９月30日以前から取得している育児休業等と、令和４年10月１日以降に開始する育児休業等とは、取扱いが異

なるため、連続していても一つの育児休業とはみなさない。

免除（月額＋賞与）

【イメージ】

育休期間（9/10～10/5） 育休期間（10/6～10/20）

免除（月額）

★（賞与支払い）

免除（月額）

育休期間（9/10～10/14） 育休期間（10/15～11/5）

免除（月額＋賞与）

（ⅰ）

（Ⅱ）

★（賞与支払い）

10．１（法施行日）

法施行日を跨る育児休業等については、その育児休業等の開始年月日により取扱いが異なる。

10．１（法施行日）

育休期間は1月超えないが、現行の取扱
いに基づき、９月末日が育児休業のため、
９月支払いの賞与に係る保険料は免除。

改正法に基づき取扱い、同一月内の育児
休業等として、14日要件を確認し、14日以
上あるため、10月分の月額保険料は免除。

改正法に基づき取扱い、 １月を超えた育休期間でない
ため、 10月支払いの賞与に係る保険料は免除対象外。
なお、10月分の月額保険料は免除される。

8

「賞与」は免除しない
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２．育児休業中の保険料免除要件の見直し

１．改正の概要等

〇 同月内に14日以上の育児休業等を取得しているかどうかについては、「育児休業等日数」を基に考える。

「育児休業等日数」 とは、開始日から終了（予定）日までの日数のことを言い、就業（予定）日は除かれる。

なお、育児休業等期間中の土日等の休日や有給休暇などの労務に服さない日は、育児休業等日数に含め、

一時的・臨時的な就労についても、その就労は限定的なものであることから、育児休業等日数から除外する必要はない。

〇 就業（予定）日数については、

日単位であればその日数を、時間単位であればその時間数を一日の所定労働時間で除した数（１未満の場合は切り捨て）を、

就業日数として数える。

（例）就業日数が時間単位の場合

出産日：令和４年10月１日

休業申請期間：令和４年10月１日～28日（４週間（28日））

所定労働時間：７時間

就業日数：40時間（40÷７＝5.7142・・・であるため、５日）

育児休業等日数：28日－５日＝23日

23日 ≧ 14日であるため、10月分の保険料は免除となる。

「育児休業等日数」の考え方

（５）補 足



２．見直しに係る適用関係の事務

○保険料免除の申出

（１）新しい届書様式（育児休業等取得者申出書（新規・延長）／終了届）

〈健康保険・厚生年金保険〉 〈船員保険・厚生年金保険〉

【新たに設けられた欄】
➊ 育児休業等取得日数
➋ 就業予定日数
➌ 変更後の育児休業等取得日数
➍ 育休等取得内訳

10

※船員保険・厚生年金保険 育児休業等取得者終了届につい
ても、下記➌の欄を新たに設ける、様式の変更が行われます。



２．見直しに係る適用関係の事務

（４）届書の記入例

①－１育児休業等を開始する際の記入例（月跨ぎの育児休業等※の場合、これまでと変更なし）

【新たに設けられた欄】
➊ 育児休業等

取得日数

➋ 就業予定日数

➌ 変更後の育児
休業等取得日数

➍ 育休等取得内訳

０ ４ １ ２ １ ６ ０ ５ １ ２ １ ５

【ポイント】 月跨ぎの育児休業等の場合は、
・ 同一月内の育児休業等ではないため、

➊育児休業等取得日数 も ➋就業予定日数 も記入不要。

1 2

※月跨ぎの育児休業等とは、
育児休業等開始日が、育

児休業等終了日の翌日と、
同一月内ではない育児休業
等のこと。
⇔ 同一月内の育児休業等

○保険料免除の申出

11



２．見直しに係る適用関係の事務

（４）届書の記載例

①－２育児休業等を開始する際の記入例（同一月内の育児休業等の場合）

【新たに設けられた欄】
➊ 育児休業等

取得日数

➋ 就業予定日数

➌ 変更後の育児
休業等取得日数

➍ 育休等取得内訳

０ ４ １ ２ ０ ６ ０ ４ １ ２ ２ ５

２ ０ ０

【ポイント】 同一月内の育児休業等の場合は、

・ ➊育児休業等取得日数 と ➋就業予定日数 を必ず記入する。

（出生時育児休業でない場合には、➋就業予定日数に「０」を記入する。）

1 2

○保険料免除の申出
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２．見直しに係る適用関係の事務

（４）届書の記載例

①－３育児休業等を開始する際の記入例（同一月内の育児休業等を同一月に複数回取得した場合）

【新たに設けられた欄】
➊ 育児休業等

取得日数

➋ 就業予定日数

➌ 変更後の育児
休業等取得日数

➍ 育休等取得内訳

０ ４ １ ２ ０ ３ ０ ４ １ ２ ２ ８

１ ４ ３

【ポイント】 同一月内の育児休業等を同一月に複数回取得した場合は、

・ ➍育休等取得内訳 にそれぞれの育休等期間ごとに必要事項を記入する。

・ 共通欄の育児休業等開始年月日には、➍の中で一番最初の開始日を、共通欄の

育児休業等終了（予定）年月日には、➍の中の一番最後の終了日をそれぞれ記入する。

・ ➊、➋には、➍のそれぞれの合計日数を記入する。

1 2

０４ １２ ０３ ０４ １２ ０８ ５ １
０４ １２ １６ ０４ １２ ２０ ３ ２
０４ １２ ２３ ０４ １２ ２８ ６ ０

4

【ポイント】

月跨ぎの育児休業等

については、➍に記

入しない。

○保険料免除の申出

13



２．見直しに係る適用関係の事務

（４）届書の記載例

②－１育児休業等を延長する際の記入例（延長後が月跨ぎの育児休業等になる場合）

【新たに設けられた欄】
➊ 育児休業等

取得日数

➋ 就業予定日数

➌ 変更後の育児
休業等取得日数

➍ 育休等取得内訳

０ ４ １ ２ １ ６ ０ ５ １ ２ １ ５

【ポイント】
月跨ぎの育児休業等の場合は、
・ ➌変更後の育児休業等取得日数は
記入不要。

３

０ ６ ０ ６ １ ５

【ポイント】 連続する育児休業等を取得する場合
（～１歳⇒～１歳６カ月など）は、
・ 延長届出として提出。 （前後の育児休業等が、
いずれも、令和４年１０月１日以降に開始した育児
休業等の場合に限る。）
※今回の改正に伴い、新規届→延長届に変更されます。

○保険料免除の申出

14

【ポイント】
延長届について、

記録管理上は、いっ
たん取消し処理を行
い、延長の期間で再
登録を行う。
（P20を参照）



２．見直しに係る適用関係の事務

（４）届書の記載例

②－２育児休業等を延長する際の記入例（延長後も同一月内の育児休業等である場合）

【新たに設けられた欄】
➊ 育児休業等

取得日数

➋ 就業予定日数

➌ 変更後の育児
休業等取得日数

➍ 育休等取得内訳

０ ４ １ ２ ０ ３ ０ ４ １ ２ ２ ８

１ ６

【ポイント】 延長後も同一月内の育児休業等である場合は、

・ 育児休業等終了（予定）年月日と併せて、

➌変更後の育児休業等取得日数 も記入が必要。

３

１ ４ ３

０ ４ １ ２ ３ ０

【ポイント】

延長の届出の際の、

➍育休等取得内訳は、

記入不要。

○保険料免除の申出
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２．見直しに係る適用関係の事務

（４）届書の記載例

③－１育児休業等を終了する際の記入例（終了後も月跨ぎの育児休業等になる場合）

【新たに設けられた欄】
➊ 育児休業等

取得日数

➋ 就業予定日数

➌ 変更後の育児
休業等取得日数

➍ 育休等取得内訳

０ ４ １ ２ １ ６ ０ ５ １ ２ １ ５

【ポイント】
月跨ぎの育児休業等の場合は、
・ ➌変更後の育児休業等取得日数
は記入不要。

３

０ ５ ０ ９ ３ ０

【ポイント】
これまでと同様に、当初の終了予定年月日のとおり

に終了した場合は、終了届は提出不要。

○保険料免除の申出
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２．見直しに係る適用関係の事務

（４）届書の記載例

③－２育児休業等を終了する際の記入例（終了後が同一月内の育児休業等になる場合）

【新たに設けられた欄】
➊ 育児休業等

取得日数

➋ 就業予定日数

➌ 変更後の育児
休業等取得日数

➍ 育休等取得内訳

０ ４ １ ２ ０ ３ ０ ５ ０ １ ２ ０

１ ８

【ポイント】 終了後が同一月内の育児休業等になる場合は、

・ 育児休業等終了年月日と併せて、➌変更後の育児休業等

取得日数 も記入する。

３

０ ４ １ ２ ２ ０

○保険料免除の申出
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【ポイント】

終了の届出の際の、

➍育休等取得内訳は、

記入不要。



２．見直しに係る適用関係の事務

（４）届書の記載例

③－３育児休業等を終了する際の記載例（終了後が同一月内で14日未満の育児休業等になる場合）

【新たに設けられた欄】
➊ 育児休業等

取得日数

➋ 就業予定日数

➌ 変更後の育児
休業等取得日数

➍ 育休等取得内訳

０ ４ １ ２ ０ ３ ０ ５ ０ １ ２ ０

１ ３

【ポイント】 終了後が同一月内かつ１４日未満の育児休業等になる場合は、

・ 届書は③-2と同様に記載。

・ 記録管理上は、当該育児休業等記録の取消し処理を行う。

・ 保険料が免除にならない旨の通知が必要。

３

０ ４ １ ２ １ ５

○保険料免除の申出
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【ポイント】

終了の届出の際の、

➍育休等取得内訳は、

記入不要。




